「緑の分権改革」推進事業資源賦存量等調査　企画提案説明書

１　業務の概要

（１）委託業務名

　　「緑の分権改革」推進事業資源賦存量等調査委託業務

（２）委託業務の内容

別紙「委託業務内容」のとおり。

（３）発注者

　　喜茂別町

（４）契約期間

　　契約締結の日から平成23年２月１日

２　積算上限額

　　委託料：１０，３５０千円（消費税込み）。

なお、測定機器使用料として、委託料とは別に町で４，０００千円の予算を保留していますので、機器使用料分の町負担（最大４，０００千円分）を考慮したうえで積算してかまいません。

３　公募型プロポーザルに参加する者に必要な資格

（1） 複数企業体（法人及び法人以外の団体を含む）による連合体（以下「コンソーシアム」という。）又は単体企業とします。

（2） コンソーシアムの構成員及び単体企業は、次の要件をすべて満たしていることとします。

　　ア　道内に本社又は事業所等（本事業を実施するために設置する場合を含む。）を有する企業、特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）に基づく特定非営利活動法人、その他の法人又は法人以外の団体であること（ただし、宗教団体や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団の統制下にある団体を除く。）

　　イ　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第1項に規定する者ではないこと。

ウ　地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者ではないこと。

エ　喜茂別町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領の規定に基づく指名停止を受けていないこと。

オ　消費税、地方消費税及び道税を滞納している者ではないこと。

カ　コンソーシアム構成員が単体企業又は他のコンソーシアムの構成員として参加する者ではないこと。

４　プロポーザル審査会の設置

　　企画提案者から、提案内容について聴取したうえで、最も優れた企画提案を選定するため、プロポーザル審査会を設置します。審査会の日時、場所等については別途通知します。

５　審査方法等

　　プロポーザル審査会は、企画提案者から業務処理体制や業務処理計画、企画内容等を聴取したうえで、あらかじめ定めた審査方法等により評価し、最も優れた企画提案を選定します。

　　審査結果は、企画提案者全員に通知します。

６　契約の方法

本業務は、これまで低利用であったクリーンな水力及び雪氷エネルギーを活用するために、基礎データの収集、現地観測、実証試験、試験結果の分析といった、幅広い専門的な知識や技術、設備等を必要とするものであることから、当該技術等を有する民間団体に委託して実施します。

　　委託業者の選定にあたっては、知識や技術、経験、優れたアイデア等を広く募集するため、公募型プロポーザル方式による随意契約により行います。

７　提案に当たっての手続き等

　　業務の委託にあたり、公募型プロポーザル参加希望者から事前に資格審査申請書を徴取して、資格の有無を審査し、審査結果を申請者に通知します。資格を有する申請者には企画提案書の提出及びプロポーザル審査会（企画提案説明会）への出席を要請します。

（1） 資格審査申請書の提出

　　①　提出期限　平成22年７月９日（金）　午後4時必着

2 提出書類　別紙１「資格審査申請書」及び添付資料

3 提出方法　持参、書留郵便又は電子メールにより1部提出

4 提出場所　喜茂別町　総務課企画係

（2） 企画提案書の提出要請

資格審査の結果、参加資格を有する者に対して、文書により企画提案書の提出を要請します。

（3） 企画提案書等の提出

1 提出期限　平成22年７月23日（金）　午後５時必着

2 提出書類　別紙２「企画提案書」

3 提出方法　持参又は書留郵便により９部提出

4 提出場所　喜茂別町　総務課企画係

5 その他

（1） 企画提案書の記載に係る質問は電子メール、ファックス等の文書により平成22年　７月23日（金）までに　11　の喜茂別町総務課へ行うこと（任意様式）。

（2） （２）で企画提案書の提出要請を受けた者が企画提案書を提出しない場合には、その旨を電話等で報告願います。なお、期限までに提出がない場合には、棄権したものとみなします。

（4） 企画提案説明会

プロポーザル選定委員会において審査会（企画提案説明会）を開催し、提案内容を聴取しますが、日時、場所等は別途通知します。

（５）参加費用

　　　企画提案書提出に要する経費は、すべて企画提案者の負担とします。

８　企画提案書の取り扱い

提出された企画提案書の著作権は、それぞれの企画提案者に帰属するが、町は選考を行う作業に必要な範囲内での複製及び必要な公表には、提出書類を使用できることとします。

なお、提出された企画提案書は返却しません。

９　選定の基準

（１）事業者の適格性

　　ア　企画内容及びこれまでの事業実績等からみて受託能力が十分であるか

　　イ　業務遂行に当たっての社内体制は妥当か。また、本業務を期間内に確実に履行することができるか（社内担当、役割分担状況等）

（２）提案内容・手法の具体性・妥当性

　　ア　委託業務に係る基本的な考え方、視点が明確であるか

イ　渓流、流雪溝、用水路、水道施設等を利用した水力発電の施設・適地把握、電力賦存量や自家消費する際の電力需要施設における実際の利用可能量を実証調査するにあたっての、課題と考え方、調査手法が具体的・明確であるか

　　ウ　水力発電計画地点の特性を踏まえた流量資料の収集及び現地観測にあたっての課題と考え方、調査手法が具体的・明確であるか

　　エ　街灯や自治体施設等への電力供給による電気料金効果額の算定及び経済性の実証調査における課題と考え方、調査手法が具体的・明確であるか

オ　雪氷冷熱を利用した農産物貯蔵施設への応用に係るデータ収集、経済性の実証調査における課題と考え方、調査手法が具体的・明確であるか

（3） 業務遂行方法の的確性

各種調査に必要な資料の収集、データ整理、調査実施等のスケジュール管理が的確か

10　業務委託

原則として、プロポーザル審査会で選定された企画提案者に対して、所定の手続きを経たうえで、当該業務に係る見積書の提出を依頼します。

ただし、上記いずれの時点においても失格要件が判明した場合には、審査会で審議のうえ失格になる場合があります。

　　【失格要件】

○　資格審査申請書、企画提案書等に虚偽の記載があることが判明した場合

○　その他、事業を遂行できない重大な事由が発生した場合

11　担当課（提出、問合わせ先）

　　喜茂別町 総務課 企画係

　　所在地：〒044-0292　虻田郡喜茂別町字喜茂別123番地

　　電話：0136-33-2211

　　ﾌｧｯｸｽ：0136-33-3577

　　Eﾒｰﾙ：soumu@town.kimobetsu.lg.jp
